
１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（川崎市保育園条例の一部改正） 

２ 川崎市保育園条例（昭和２８年川崎市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条の表中 

「 

川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子１，１５５番地 

川崎市中原保育園 川崎市中原区小杉陣屋町２丁目３番１号 

」 

 を 

 「 

川崎市中丸子保育園 川崎市中原区中丸子１，１５５番地 

」 

に改める。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 中原区保育・子育て総合支援センターを新設するため、この条例を制定する

ものである。 

議案第１６２号 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年１１月２４日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例 

 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例（昭和６２

年川崎市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「第３２条」を「第３７条」に、「第３０条第１項第

１号」を「第３５条第１項第１号」に、「第１４条」を「第１５条」に改める。 

 別表第２中「第２４条」を「第２５条」に改める。 

 別表第２の１新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域の表中心商業業務地区の区

域の部建築物の容積率の最高限度の項第２号中「第２条第１６号」を「第２条

第１８号」に、「第２条第１８号」を「第２条第２０号」に改める。 

 別表第２の４６小杉町２丁目地区整備計画区域の表Ｃ地区の区域の部建築物

の用途の制限の項に次の５号を加える。 

⑾ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類するもの 



⑿ カラオケボックスその他これに類するもの 

⒀ 倉庫業を営む倉庫 

⒁ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類す

るもの 

⒂ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第２項第２号の改正規

定及び別表第２の改正規定（同表４６小杉町２丁目地区整備計画区域の表Ｃ地

区の区域の部建築物の用途の制限の項に５号を加える部分を除く。）は、令和

３年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

小杉町２丁目地区地区計画の区域内における建築物に係る制限を変更するこ

と等のため、この条例を制定するものである。 

 




